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   １．議案第 ４号 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例廃止について 

   ２．議案第 ５号 千早赤阪村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の 

改正について 

３．議案第 ６号 千早赤阪村行政手続における特定の個人を識別するための番号 

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情 
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   ５．議案第 ８号 千早赤阪村国民健康保険条例の改正について 

   ６．議案第１１号 千早赤阪村消防団員等公務災害補償条例の改正について 
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   ７．議案第１２号 令和５年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１４号） 

   ８．議案第１３号 令和５年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予算（第５ 

号） 
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午前１１時１０分 開会 

○徳丸委員長 ただいまの出席委員は６名です。定足数に達していますので、総務民生常

任委員会を開催します。 

 本委員会に付託されました案件は、条例案７件、補正予算４件、計１１件となっていま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 なお、付託された案件の提案説明は本会議において受けていますので、省略します。 

 審議は１議案ごとに担当者より説明していただき、採決を行います。 

 それでは、順次議題とします。 

 議案第４号千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例廃止についてを議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 森田住民課長。 

○森田住民課長 議案第４号千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例廃止についてご

説明いたします。 

 本議案は、国において宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和５年５月２６日に

施行され、同法が宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる盛土規制法に改正され、盛土

等の規制については土地の用途にかかわらず全国一律で包括的に規制されることとなりま

した。この盛土規制法による規制は、都道府県において規制の区域指定が行われ、運用が

開始されることになり、大阪府においては、本村も含め全域が区域指定されるため、本条

例を廃止するものでございます。 

 附則でございますが、施行期日として、第１項では、この条例は令和６年４月１日から

施行するものでございます。 

 経過措置として、第２項では条例廃止前の許可申請について、第３項では条例廃止後の

許可期間について、第４項では条例廃止前の命令について、第５項では土砂搬入禁止区域

の指定について、第６項では条例廃止前の罰則の適用について、従前の例による規定とし

て定めるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 どうもご説明ありがとうございました。 

 この案件なんですけれども、これは要するに管轄の主体が府のほうになるというふうに

以前お伺いいたしましたけれども、その場合に土砂の埋立てを村が察知した場合、村とし

てどのように対応されるのか、お伺いいたします。 
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○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 ４月以降は府の監督のもとになるんですけれども、当然村、行政体が村

域区域でそういう事例を発見した場合は大阪府に通報するという形を取る必要がございま

すんで、ただその規定等、今回５００平米以上の土地で１メーター以上もし盛土をされれ

ば、この法律の対象になってきます。そこらは大阪府さんが判断していくことになります

が、通報等々がありましたら大阪府につないでいくという形になります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ありがとうございます。 

 今回大阪府の監督になるということで、懸念しておりますのは、例えば住民の方がどこ

かで土砂埋立てをしてるというのを発見されて、村のほうに土砂埋立てしてるでというふ

うに情報が入ったとして、その際に、分かりました、じゃあ府のほうへ行ってください、

咲洲のほうへ行ってくださいというような対応ではなくて、やっぱりそこは村が主体とし

て村から通報するというようにしていただきたかったので、今回こんなふうにご質問させ

ていただきました。そういうふうな対応をしていただけるということで、ぜひともよろし

くお願いしたいと思います。 

○徳丸委員長 ほかにないですか。 

 服部委員。 

○服部委員 今の田村委員の話にもありますとおり、まず村民さんが情報提供するってい

うのはやっぱりこの本村役場であると思いますし、昨今カスタマーハラスメント、俗に言

うカスハラなんかがはやってるというか、そういう問題もありますので、やはりまずはこ

の村できちんと村民さんに対応しないと、なぜ対応してくれないんやとか、もしくは本当

に暴力事件なんかにも発展することになって、やっぱり村の職員を守るっていう意味でも

村としての対応が問われると思いますので、そのあたりはやはり村としてきちんと対応す

るように要望しておきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 井上委員。 

○井上委員 以前も説明されたときに聞いたと思うんですけど、今回厳しくなるというこ

とで、今まで現状でも行われて済んだ部分というのが結構あると思うんですけど、そのあ

たりに関して遡って云々というのはどういう形でどうなるのかっていうのを、分かる範囲

で結構なんで教えていただければと思います。 
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○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 本村におきまして村条例での規制の対象となった件は、過去は１件ござ

いまして、既に工事等も完了されて、手続も全部済んでる状態でございます。そのほかの

条例に係らない部分につきましては、一定一部埋立て等をされた事例もございます。 

 それとあと、一件、委員の皆様方もご承知のとおり、中津原におきまして一定無許可で

の条例に抵触するであろうという事例が１件ございましたが、ここの場合は土砂の撤去も

一旦完了しておる状態でございます。 

 経過措置といたしまして、今のところ新たな申請等々の事例も今は把握はしておりませ

んけれども、４月１日以降は大阪府において法律に基づいて規制をいただけるということ

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○徳丸委員長 井上委員。 

○井上委員 分かりました。村としては今現状では問題になるようなところはないという

認識でよろしいんですかね。 

 大変大きな事故が起こってこういう規制法ができたんですけど、村の中では従前にもう

既に宅地造成とかをされて現状に至っているところがたくさんあると思うんですけど、そ

のあたりについては例えば大阪府が何か調査するとか、国が調査するとか、そういうこと

はあるんでしょうかね。 

○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 現在、大阪府の条例案件も村内にもございまして、一定いま少しちょっ

と進捗が止まっているような状況もございますけれども、大阪府における案件で新たな新

法に基づく案件については、適切に対応いただけるものと承知をしております。 

 以上です。 

○徳丸委員長 井上委員。 

○井上委員 そうしましたら、今のお答えであれば、現在進行中ということでよろしいん

ですかね。 

○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 現在、本村において条例等に反する案件であろうという案件については

今は現状把握はしておりませんで、手続にのっとって今進行されてるところもございま

す。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○徳丸委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第５号千早赤阪村情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の改正について

を議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 日谷秘書企画課長。 

○日谷秘書企画課長 それでは、議案第５号千早赤阪村情報通信技術を活用した行政の推

進に関する条例の改正についてご説明いたします。 

 本議案につきましては、本村の下水道事業が本年４月１日から地方公営企業法適用事業

となることから、本条例を適用させるために所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表の１ページをご覧ください。 

 右が改正前、左が改正後でございます。 

 改正後の定義の第２条におきまして、条例等の定義において、地方公営企業法第１０条

に規定する企業管理規程を追加するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和６年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 委員会開会前に誤字脱字ということで修正がありましたけれども、本来この

「を含む」というここの脱字っていうのは、もうこれがあるかないかで大分意味が変わっ

てくると思うんですよね。といいますのも、これは村の条例及び規則っていうことになっ

てますけど、これは「含む」がなければ、その規則すなわち地方自治法の第１３８条の４

第２項に規定する規定及び地方公営企業法第１０条に規定する規定を管理規定ってことに
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なってしまって、何かもう規則と規定がほぼ同じような書き方になってしまっていると思

うんです。 

 お聞きしたいのは、なぜこれがチェックを漏れて議会にまで上がってきてしまったのか

ということなんです。恐らく皆さん決裁される際にチェックしておられるはずなんですけ

ども、結構これは重要な変更であるにもかかわらず、それのチェックが漏れた理由及び経

過というのを教えていただけますでしょうか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 今回の条例改正におきまして決裁を取っております。その段階にお

いて「を含む」ということで決裁上は最初になってるんですけれども、最終議案として総

務課のほうにデータを送付するんですけれども、その段階において一部その修正のところ

での修正が「を含む」のところを消してしまったものをデータとして総務課に送ってしま

ったというところで、その点で漏れが出てきたということでございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 つまり、修正前と修正後のデータが２つあって、誤って修正後のものではな

く修正前のものを送ってしまい、それがそのまま議会に上がってきたという解釈で合って

ますか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 決裁後の部分につきましては「を含む」という形になっておったん

ですけれども、実際にそれを清書して校合して総務課のほうにデータを送る際に、そこの

ところのチェックで「を含む」というところを削除してしまったというところで、こうい

う状況に陥ったということでございます。だから、最終的にその決裁の部分と校合の部分

が、そこのチェックがうまくできていなかったというところで生じたものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ちょっとよく分からなかったんですけれども、それは決裁を取られた後に文

面を修正されたということですかね。どうなんですか、普通は決裁を取った後に文面を修

正するって、そしたら決裁と変わってしまいますやん。それが通常に行われているんです

かね。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 当然決裁をしていく中で意思決定をされていきますので、その段階
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で当然修正とかというのは、加筆とかということは当然あり得ると思います。ただ、ここ

の今回の部分につきましては、「を含む」という形で最終決裁は下りてるんですけれど

も、先ほど申し上げた総務課のほうにデータを最終送る際に、要はここの「を含む」以外

のところの修正もあったんですけれども、そこのところで少し勘違いといいますか、そこ

のところがうまくいってなくて、削除してしまったものをデータとして総務課のほうに議

案に送ってしまったということでございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 決裁が下りた段階で修正が発生して、その修正を実際反映させるときに誤っ

て修正されているところではない「を含む」という部分を消してしまったということで合

ってますか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 そのとおりでございます。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。正直修正されていないところをなぜ削除してしまったのかと

いうのが結構理解に苦しむところではあるんですけれども、できるだけそういうことの起

こらないように最終チェックをしっかりと行っていただきたいと思います。万が一これが

このまま通ってしまっておりましたら、非常にまたまた修正ということになるかと思いま

すんで、よろしくお願いいたします。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 井上委員。 

○井上委員 すみません、そもそもなんですけど、この情報通信技術を活用した行政の推

進に関する条例で、この意味するものっていうの、具体的に何がどうなるのかっていうの

を教えていただければと思います。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 いわゆる行政手続のオンライン化を進めるということがこの条例の

趣旨になっております。各事業を進めるに当たって、条例であったり規則に基づいて事業

とか事務事業を進めているわけなんですけども、その行政手続の中で書面によって手続を

進める、例えば申請書あるいは届出書といったものを書面によって手続するというような

ことが書かれてる場合が往々にしてあるんですけれども、当然書面による手続に加えて、

さらに行政手続の簡素化を図ったり、あるいは利用者の利便性を向上させるという意味で

行政手続のオンライン、いわゆる電子申請といいますか、そういったところを推進するっ
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ていうのがこの条例の趣旨ということになっております。 

 以上でございます。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第６号千早赤阪村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正についてを

議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

○徳丸委員長 日谷秘書企画課長。 

○日谷秘書企画課長 それでは、議案第６号千早赤阪村行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の改正についてご説明いたします。 

 本議案は、昨年６月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２が廃止されることから、所要の改正

を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 右が改正前、左が改正後でございます。 

 まず、改正後の第２条の定義におきまして、今回の法改正により追加された定義と同

様、第６号に特定個人番号利用事務の定義、第７号に利用特定個人番号の定義を追加する

ものでございます。 
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 次に、第４条個人番号の利用範囲において、第２条の定義の追加及び法別表第２の廃止

に伴いまして、改正前の第４条第２項中の当該特定個人情報及び第３項中の同表の第４欄

に掲げる特定個人情報を、改正後、利用特定個人情報に改めるものでございます。 

 また、改正前の第４条第３項中の法別表第２の第２欄に掲げる事務を、改正後、特定個

人番号利用事務に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 今回、特定個人番号利用事務ってことで、法第１９条第８号に規定する特定

個人番号利用事務とありますけれども、こちらは行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律でどのように規定されている事務なのか教えていただけ

ますでしょうか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 法律の中におきまして、主に社会保障制度の分野、医療・保健・福

祉といった分野であったり、あるいは税制の分野、税金の関係の分野とか、あるいは防災

の関係の分野において個人番号を含む特定個人情報を活用できるということで、法律の中

で定められてます。この１９条の部分につきましては、いわゆるそういう個人番号を含む

特定個人情報を情報連携すると。要するに国と例えば都道府県あるいは国と村といった形

で、行政間でその情報連携を図ることができる事務ということで定められているというこ

とでございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ありがとうございます。ということは、個人情報が使用できる範囲が拡張さ

れる、言葉を変えれば使いやすくなるということでよろしいでしょうか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 昨年公布されたこの法の改正につきましては、一つは今ご指摘のと

おり個人番号の利用の範囲を拡大するということと、あと先ほど申し上げた情報連携とい

う部分、こちらにつきまして、法律の中でこれまでは別表第２っていうところで情報連携

交流事務ができますよということで定められておったんですけども、そこのところもこの

別表第２が廃止されて、いわゆる各省庁の庶務省令っていうんですけども、いわゆる村で
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言えば規則とかに値する分、いわゆる議会の議決が要らないといいますかっていう形で、

より柔軟に、迅速に対応できるようにということで改正をされているということでござい

ますので、そういうことでございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 僕個人としては、別にこの個人番号、特定個人情報というのに何か反対とか

そういう意見を持ってるわけではないんですけれども、やはり一つ範囲が拡張されるとい

うと、ちょっと懸念をされる方もいらっしゃるかなとも思うんです。そういう懸念があっ

てマイナンバーとかを申請していないって方もいらっしゃいますんで、そのあたりをどう

いうふうに行政として考えておられるのか。この改正が何か住民の方々に悪影響を与える

という可能性というのはどうなんでしょう、ないように考えておられるんでしょうか。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 この法律におきましては、個人番号にひもづいてそれぞれの個人に

関する情報っていうのが活用できるということになるんですけども、そこのところで一定

のセキュリティーといいますか、保護するということも踏まえて、この法律で利用範囲も

定めてということでやってるかと思いますので、カードを作られてる、作られていないと

いうところもあるかも分かりませんけれども、一定この個人番号を活用して行政の運営を

円滑に進めたりとか、住民さんの利便性の向上を図るという意味では非常に国のほうも推

し進めている部分でございますので、そういった意味では粛々と進めるといいますか、や

っていくべきものかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました、ありがとうございます。 

 実際に懸念される住民の方々がいらっしゃるわけですから、そういった方々の懸念をで

きるだけ払拭するような行政をしていただけたらと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○徳丸委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７号千早赤阪村手数料条例の改正についてを議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 山谷福祉課長。 

○山谷福祉課長 それでは、議案第７号千早赤阪村手数料条例の改正についてご説明いた

します。 

 本議案の主な内容は、令和５年５月の介護保険法改正に伴いまして、指定介護予防支援

事業者の申請を、地域包括支援センター設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うこ

とができるものとされ、これまで村で行っていた指定介護予防支援事業者の指定の申請に

対する審査について、令和６年４月１日から南河内広域事務室の広域事務として統合され

ることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 別表第９の２項において６項が欠落していたため、追加するものでございます。 

 ６項が、指定密着型サービス事業者の指定の申請及び指定密着型介護予防サービス事業

者の指定の申請に対する申請についてを規定しております。 

 １０項につきましては、文言を改めるものでございます。 

 １５項につきましては、指定介護予防支援事業者は、地域包括支援センターの設置者に

加え、指定居宅介護支援事業者も対象となったことから、文言を追加するものでございま

す。 

 ２ページをご覧ください。 

 １９項及び２０項は、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定の申

請と指定の更新の申請に対する審査の手数料を定めるため、追加するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和６年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 
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 田村委員。 

○田村委員 介護についてあまりよく分かっておりませんで、基本的なことについて教え

ていただきたいんですけれども、指定居宅介護支援事業者、そして指定介護予防支援事業

者、この２つの違いってのはどのあたりにあるのかお伺いできますでしょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 指定居宅介護予防支援事業者のほうは、要支援者、要支援１、２、予防

を中心になんですけれども、そちらのほうの支援をする事業者になります。指定居宅介護

支援事業者っていいますのが、予防だけではなく介護１から５の方についてのサービスの

調整とかそういったプランを立てたりとか、そういったことのできる事業所になります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ありがとうございます。主に対象の範囲が異なるということかなと理解いた

しました。 

 そこでお伺いしたいのが、この改正後の文中において、別表第９の１９において、文言

中に「同時に申請を行う場合に限る」って言葉が入っております。同時に申請を行うとい

うのは、この指定居宅介護支援事業者の指定と指定介護予防支援事業者の指定、この申請

を同時に行うという意味だと思いますけれども、ということは、この両方の事業をしてお

られる事業者というものが結構あるということなんでしょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 居宅介護支援事業者というのは、もう従来から民間の事業者が指定はさ

れてます。今回の指定居宅介護予防支援事業者というのは、地域包括支援センターの設置

者でないと指定のほうができなかったので、今回初めて同時に申請できるということにな

ります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 つまり、この同時に申請するということは、同一の事業者が指定居宅介護支

援事業と指定介護予防支援事業と、その両方をしておられる場合を想定しているというこ

とでよろしいでしょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 おっしゃるとおりでございます。 

○田村委員 分かりました。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 



 

- 14 - 

 服部委員。 

○服部委員 別表第９の１０号で、改正後に事業所の所在地が本村の区域内にあるものに

限るというふうに変わってるんですが、村の事業者に限ると何か限定的になってしまった

ことによって、何か以前のサービスと変わってしまうこととかっていうのはあるんでしょ

うか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 変わるっていうことよりも、この文言を入れなければ、村以外にほかの

市町村に申請した場合それぞれ手数料が発生して負担が大きくなるということで、事業所

の所在地のところで申請する分について手数料を頂くっていうことで、この文言を入れて

おります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 服部委員。 

○服部委員 ということは、今まではそれぞれに市町村に払ってたところを、村に限ると

いうふうにという理解でよろしいでしょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 これまで指定介護予防支援事業者っていうのは、地域包括支援センター

設置のところでないと指定のほうはできなかったので、村はもう地域包括支援センター１

か所ですので、ほかに影響はございません。 

○服部委員 分かりました。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 
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 議案第８号千早赤阪村国民健康保険条例の改正についてを議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 森田住民課長。 

○森田住民課長 議案第８号千早赤阪村国民健康保険条例の改正についてご説明いたしま

す。 

 本議案は、国民健康保険法の一部改正の施行に伴う退職被保険者の経過措置の廃止と、

また大阪府下の国民健康保険料の統一による保険料の端数処理を大阪府の算定基準に統一

するため、改正を行うものでございます。 

 新旧対照表の１ページをお願いします。 

 条例第１１条の３、３ページまでの改正でございますけれども、退職被保険者の廃止に

よる字句の削除等とともに一般被保険者の区分も不要となることから、同様に整備を行

い、国民健康保険法の改正に伴う引用条文の規定整備などに伴う改正でございます。 

 ３ページ中段をお願いします。 

 第１２条でございます。 

 第１２条では、一般退職被保険者の削除など規定整備とともに、保険料を大阪府の算定

基準に統一するため、保険料の賦課額を１０円単位から１円単位とし、第２項において、

基礎賦課額に１円未満の端数処理を切り捨てる規定を追加するものでございます。 

 第１３条は、５ページまでの改正でございますけれども、同様に被保険者区分の規定整

備、法改正に伴う引用条文の規定整備でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 第１５条は、一般退職被保険者区分の整備、また保険料率は大阪府で決定し、告示を行

うこととなるので、村条例の規定である第２項、第３項を削除するものでございます。 

 次の第１５条の２、改正前の箇所ですけれども、退職被保険者等に係る基礎賦課額の規

定で、次の６ページまで全規定を削除するものでございます。 

 次の１５条の６の２から１６ページまで、第２２条の４までについては、基礎賦課限度

額、後期高齢者支援金の関係規定、介護納付金の関係規定、低所得者の保険料の減額、未

就学児の被保険者均等割額の減額、出産被保険者の保険料の減額について、同様に法改正

に伴う一般退職被保険者の規定整備、引用条文の規定整備、保険料を大阪府算定基準へ統

一するための端数処理の規定を整備するものでございます。 

 １６ページをお願いします。 

 次に、附則でございます。 

 施行期日として、第１項は、この条例は令和６年４月１日から施行すること。経過措置
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として、第２項では、この条例による改正後の第６章の規定、第６章は保険料の規定でご

ざいますけれども、令和６年度以降の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の

年度分の保険料についてはなお従前の例によるものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 どうもご説明ありがとうございました。 

 一応確認なんですけれども、３ページで第１２条の２項に行きまして、同項の基礎賦課

額に１円未満の端数があるときは、これを切捨てと。これまで１０円未満でしたのがここ

で１円未満と変更されておりますが、これは僅かではありますけれども、値上げと言えば

値上げってことになるんですかね。 

○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 大阪府の算定基準に統一ということで、おっしゃるとおり数円その部分

の端数処理で上がる場合もございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 そうですよね。例えば今まででしたら１９円でしたら１０円になったところ

が、これからは１９円としてそのまま賦課されるということになるのかなと思います。 

 あと、１２ページの第１８条の終わりのほうなんですけど、ここで今回「もしくは特例

対象被保険者等ではなくなった日の属する月から」っていうところで、この「もしくは特

例退職被保険者等ではなくなった」というところが削除されておられますけれども、ここ

が削除された理由というのを。というのも、その前の特例退職被保険者等となったってい

うところはそのまま生きてるわけですよね。この「なくなった」って、ここが削除された

理由っていうのがどういったところにあるのか教えていただけますでしょうか。 

○徳丸委員長 副村長。 

○稲山副村長 この規定は月割りの計算をする際の規定でございまして、当然例えば特例

退職被保険者等となった日もありますし、ではなくなった日もあるということでやってた

んですけれども、基本的にはその部分が対象ではなくなったということでございます。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 恐らく何か妥当な理由があるのかなと思うんですけれども、先ほど脱字があ

ったっていうことなので、念のためちょっと気になったので聞かせていただいているんで

すけどね。何でしたらもうそろそろ時間も時間ですし、ここで一旦休憩していただいて、
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また再開後ご答弁いただいてもいいかなというふうに思うんですけど、いかがでしょう。 

○徳丸委員長 休憩することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。 

 休憩とします。 

 １３時から再開をします。 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○徳丸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 森田課長。 

○森田住民課長 失礼します。先ほど田村委員さんからご質問をいただきました第１８条

の改正の中で、一番後段ですが、「もしくは特例退職被保険者等ではなくなった日」の削

った理由についてでございますが、現在この削った理由について国の条例準則っていうの

が示されまして、不要ということで、規定上削除するということに誤りはございませんけ

れども、今その理由につきまして関係各所に問合せをしている最中でございまして、また

後日理由が分かればご報告をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。準則どおりということで、削除されることが確実ということ

であれば、また後で理由をお伺いできたらというふうに思います。 

 ただ、これ、改正案を作成される際に、できればそこがなぜ削除されるのかとか、その

担当者の方のレベルで、示されているからただ削除するっていうだけではなくて、理由も

一緒になぜなんだろうというふうに思って、一つの気づきというか、思っていただけたら

というふうに思います。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 
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 これより議案第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第１１号千早赤阪村消防団員等公務災害補償条例の改正についてを議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 菊井危機管理課長。 

○菊井危機管理課長 それでは、議案第１１号千早赤阪村消防団員等公務災害補償条例の

改正についてご説明いたします。 

 本議案は、本村の消防団員等の公務災害補償の補償基礎額を改正するものでございま

す。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 第５条第２項第２号の規定中のアンダーラインを引いております８，９００円を、９，

１００円に改めるものでございます。 

 また、下段にあります別表をご覧ください。 

 補償基礎額のほうの階級の団長及び副団長の欄の勤務年数の１０年未満では１万２，４

４０円を１万２，５００円に、１０年以上２０年未満では１万３，３２０円を１万３，３

５０円に、次に分団長及び副分団長の欄の１０年未満では１万６７０円を１万８００円

に、１０年以上２０年未満では１万１，５５０円を１万１，６５０円に、２０年以上では

１万２，４４０円を１万２，５００円に。 

 次のページをお開きください。 

 次に、部長、班長及び団員の欄の１０年未満では８，９００円を９，１００円に、１０

年以上２０年未満では９，７９０円を９，９５０円に、２０年以上では１万６７０円を１

万８００円に改めるものでございます。 

 次に、附則としまして、この条例の施行期日は令和６年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 次に、経過措置は、この条例の施行の日の以前に傷病補償年金や損害補償年金などを支

給されている場合においても、令和６年４月１日以降からの支給は改正後の基礎額に適用

されます。また、令和６年３月３１日以前分の支給額は、従前の例と定めるものでござい

ます。 
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 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 一応確認なんですけど、この条例は消防団の団員の方が、例えば消防作業等

の最中にもし亡くなった場合、村からは９，１００円支給されますという、そういう理解

でよろしいですか。 

○徳丸委員長 菊井課長。 

○菊井危機管理課長 まず、金額については、まずこの補償基礎額っていうのは９，１０

０円になるんですけれども、そういった死亡等の場合はその基礎額に対して３１３か月分

掛けるとか、それぞれその障害に応じて変更になります。今回お亡くなりになった場合

は、遺族補償という形で遺族の方に補償年金という形で支払われることになります。 

 以上でございます。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ありがとうございます。ちょっと安心しました。消防団員として９，１００

円かとちょっと思ったので。ありがとうございます。 

 あと、ここで公正を欠くと認められるときは１万４，２００円を超えない範囲内におい

てこれを増額というふうにありますけれども、このその者が通常得ている収入の日額に比

して公正を欠く、これはどういう場合に公正を欠くというふうに判断されるんでしょう

か。 

○徳丸委員長 菊井課長。 

○菊井危機管理課長 まず、消防団員については階級ごとに決まっております。今回この

改正のもう一つあるのが、消防の協力者がもしそういう消防活動の中で負傷した場合、そ

の場合、その方の年齢であったりとか職種であったり年収であったり、そういった差が生

じます。今のところこの規定では、９，１００円から１万４，２００円の範囲内で決定す

ることになってます。ただ、その金額が幾らかとかというところについては、その方の収

入であったり年齢であったりとか、そういうのを加味しながら決定されていくってことに

なっております。 

 以上でございます。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 そこでご答弁いただいたところの加味しながらというところ、その加味しな

がらをどういうふうに加味するのかっていうことをお聞きしてるんです。 

○徳丸委員長 菊井課長。 
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○菊井危機管理課長 人それぞれの年収がありますので、年収に応じた補償額になると思

います。ただ、所得がある方、ない方もいますので、その方の事情に応じて変わりますの

で、加味っていうのは、その方が仮に年収の高い方であれば最高額の１万４，２００円と

いうふうになっていきます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 いえ、その年収が高いというのが、じゃあどの程度を高いとするのかとか、

年収五分位階級とかいろいろありますけど、だからそういうところで別に例えば要綱です

とか、そういうところで何か定めておられるのかな、もしくはこれから定めていかれる予

定なのかなというところでお聞きしてるんですけれども、現状ではそこまで細かい定めは

ないということでよろしいですか。 

○徳丸委員長 菊井課長。 

○菊井危機管理課長 その補償の基礎額につきましては、消防団員等公務災害補償の事務

手続っていうのがありまして、その中に民間協力者の補償基礎額っていう算定方法という

か、そういうのがあります。その保障の基礎としましては、過去１年間の収入額に基づい

て算定されるということになってます。その収入額を３６５日で割らさせていただきまし

て、その１日単位とこの表の９，１００円から１万４，２００円の範囲でどのように算出

されるかで変わるということになります。仮に１万４，２００円を超える方であれば、最

高額の１万４，２００円になるということになります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。下限と上限が決められていて、低くても９，１００円止まり

だし、高くても１万４，２００円止まりっていうことですね。分かりました。 

 ただ、どうなんでしょうね、その手続に添うってことなんですけど、その手続に沿うと

いう条例上もしくは何か要綱とかの根拠っていうのが今のところもしないのであれば、そ

れを別に設けておかれたほうがいいのではないかなというふうにも思ったんですけど、い

かがでしょう。 

○徳丸委員長 菊井課長。 

○菊井危機管理課長 まず、条例に規定するかどうかというところだとは思うんですけれ

ども、実際こういう事務の手引というふうなところでそういうふうに算出するって定めて

ますので、この算出方法が条例等に該当するかっていうところで言うと、いろんな運用の

やり方もありますので、条例に定めますというよりは、こういった事務手続上の話ですの
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で、条例に定めるではなく事務の手引の中で運用していきたいと思います。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 どういうことをお聞きしたいかというと、事務手続に従うということなんで

すけど、その事務手続に従うという根拠がどこにあるのかというところをお伺いしてるん

です。そこがないと、なぜその手続に従うのかっていう理由が、まあ条例上もしくは要綱

上、規定でもいいですけど、そこがちょっとないのかなと思ってお聞きしてるんですけ

ど、いかがでしょう。 

○徳丸委員長 菊井課長。 

○菊井危機管理課長 田村委員は、全てのものを規定するべきではないかということだと

思うんですけれども、どう言ったらいいんですかね、こちらとしての考えでは、この消防

団員の公務災害補償という共済基金に基づいて執行してますので、それに準じて運用した

いと考えてますので、村が規定するのではなくてそういった消防団員等の公務災害の共済

基金の規定に基づいて運用したいと思いますので、村が規定するのではないと考えてま

す。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 村は規定する必要はないってことですね。分かりました。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第１１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第１２号令和５年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１４号）を議題とします。 
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 本議案の総務民生常任委員会所管分について説明を求めます。 

 酒見総務課長。 

○酒見総務課長 議案第１２号令和５年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１４号）の総

務民生常任委員会所管分につきまして説明させていただきます。 

 それではまず、６ページをご覧ください。 

 第２表繰越明許費の補正でございます。 

 住基システム改修業務、戸籍情報システム改修業務、新型コロナワクチン接種事業を追

加するものでございます。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 第３表地方債の補正でございます。 

 追加となる地方債は、過疎対策事業債の増額による英語指導助手配置事業、災害復旧に

係る観光施設災害復旧事業の地方債でございます。 

 また、変更となる地方債は、事業費の減額に伴う新庁舎建設事業、水道事業一般会計出

資債、浄化槽設置補助事業、村道橋梁整備事業、備蓄倉庫等整備事業及び事業費確定に伴

う教育施設災害復旧事業の増額、また過疎対策事業債の増額によるスクールバス運行事

業、給食調理配送業務委託事業でございます。 

 廃止となる地方債は、臨時財政対策債でございます。 

 次に、２８ページをご覧ください。 

 歳出でございますが、全般的に事業費の確定や決算見込みによりそれぞれ不用額の減

額、増額や財源更正を行っております。 

 不用による減額やそれに伴う財源更正につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 議会費の会計年度任用職員人件費は、通勤手段の変更による増額でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 総務費の職員人件費の退職手当につきましては、退職予定者の増によるものでございま

す。 

 次に、３２ページをご覧ください。 

 総務費の基金管理費は、財政調整基金積立金、退職手当基金積立金の増額と各基金の利

子収入の決算見込みなどによる増減でございます。 

 総務費の住民情報系住民処理事務費は、戸籍情報システム改修委託料の増によるもので

ございます。 

 次に、３６ページをご覧ください。 
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 民生費の社会福祉関係事業費は、避難行動要支援者名簿の対象者増による通信運搬費の

増額でございます。 

 民生費の介護訓練等給付費は、障害者の訓練等の給付見込額の増による増額でございま

す。 

 次に、３８ページをご覧ください。 

 民生費の地域生活支援事業費は、基幹相談支援センター及び相談支援事業等委託料の増

額などでございます。 

 民生費の障害児施設措置給付等事業費は、施設通所支援の給付見込額の増による増額で

ございます。 

 民生費の子ども医療費助成事業費は、医療費助成費の見込額増による増額でございま

す。 

 民生費、介護保険総務費は、原案作成負担金の実績見込み増による増額でございます。 

 次に、４２ページをご覧ください。 

 衛生費の国民健康保険特別会計施設勘定繰出金は、国民健康保険特別会計施設勘定での

財源更正による繰出金の増額でございます。 

 次に、５０ページをご覧ください。 

 土木費の会計年度任用職員人件費は、時間外手当の増額でございます。 

 次に、５２ページをご覧ください。 

 教育費の会計年度任用職員人件費は、共済費の随時改定及び通勤手段の変更に伴う増額

でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 １４ページをご覧ください。 

 各科目の増減は決算見込みによるものですので、主なものについて説明させていただき

ます。 

 村税は、決算見込みによる総額でございます。 

 １６ページにまたがりまして、各種交付金は、決算見込みによる増減でございます。 

 １８ページをご覧ください。 

 地方交付税につきましては、交付額確定による増額でございます。 

 使用料及び手数料の行政財産使用料は、自動販売機設置使用料の追加などによる増額で

ございます。 

 国庫負担金の障害児施設措置負担金、２０ページにまたがりまして、障害福祉サービス

等負担金は、歳出の増に伴う増額でございます。 
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 ２２ページをご覧ください。 

 府負担金の障害児施設措置負担金、障害福祉サービス等負担金は、国庫負担金と同じく

歳出の増に伴う増額でございます。 

 府負担金の低所得者保険料軽減負担金は、対象者の増加に伴う負担金の増額でございま

す。 

 府補助金の総合相談事業交付金は、当該交付金の内示に伴う増額でございます。 

 次に、２４ページをご覧ください。 

 諸収入の後期高齢者医療定率負担金精算金は、令和４年度後期高齢者医療定率負担金の

額確定による増額でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 お伺いいたします。 

 今回で退職金の積立てが２，３３２万円、これはどういう想定でこの２，３３２万円を

積まれるのか教えていただけますでしょうか。 

○徳丸委員長 酒見課長。 

○酒見総務課長 退職手当基金積立金でございますが、今回事前に４月以降退職される方

の意見を聞きまして、定年延長という方の希望が１名ございました。その１名分の退職手

当基金を今後に備えて積み立てるものでございます。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。ということは、今現状でこの積立金に関しては想定外ではな

いということですね。 

 逆に例えば、もうそろそろ３月末ですけれども、現状で退職がもうある程度分かってい

る方っていうのはいらっしゃるんですかね。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 ３月末での退職ということでの届出といいますかというものは、把

握いたしております。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 若い方が結構どんどんと辞めていかれるので、非常に議会としてももう気が

かりというか、もう心配になってきておりますので、それでご質問させていただきまし

た。取りあえず３月末までではいらっしゃらないということなので、取りあえず。えっ、
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いらっしゃるんですか。いらっしゃるっておっしゃいましたか。ああ、そうなんですね。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 ３月末までの退職はおります。給与費明細のところでもございます

けども、一応退職手当ということで計上させていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 やはり退職される方がいらっしゃるということで、先ほどおりますっていう

のがおりませんって聞こえてしまったのでちょっと安心したんですけども、ぬか喜びとい

うところでした。分かりました。できるだけやっぱり、ほんまに今後村を背負っていかれ

る若い方々なので、そういった方々の退職というのをできるだけ避けて、というのも長年

培ったスキルと一緒に辞めてしまわれるわけですから、何とかそのあたりを努力していた

だけたらなと思います。よろしくお願いいたします。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 藤浦委員。 

○藤浦委員 今の田村委員の退職者のことで関連して、私のほうからもちょっと質問させ

てもらいます。 

 ４，３４７万円増となってるんですけども、今年度も多くの職員が退職されたことはや

っぱりこれは影響してるんですかね。四千何ぼって、かなりの金額のように思うんですけ

ども。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 一応退職者が３月末で４人ということで、１名は定年の退職という

ことになります。もう一名が勧奨での退職と、残り２名が若い職員といいますかという退

職になります。 

 以上です。 

○徳丸委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 すると、逆に今退職者の人数を答弁いただいたんですけど、４月に入って何

人採用される予定か、これも教えてください。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 今のところは１０名、保健師が２名で事務職８名というのの計１０

名ということです。 

 以上です。 

○徳丸委員長 藤浦委員。 
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○藤浦委員 採用１０名って聞いたんですけど、私はいつも質問させてもうとるんですけ

ども、９０人足らずの職員の中で１０名の採用というたらかなりほんまに、民間のことは

あまりよう分からんけども、これだけの新人ばっかしでよう回るんやなと思って、その点

はちょっと心配してるとこなんです。まあまあそれはそれとして、私の思いは、何という

んか、退職は給与の面だけでは難しいところはあると思うんですよ。やっぱり何か原因が

あると思うんで、その点を村長を筆頭によく分析していただいて、何でやというとこを見

つけていただいてやっていただきたいなと思ってるんです。そうでないと村民に応えられ

るようなええ仕事は私はできないと絶対思っておりますんで、ひとつよろしくお願いして

おります。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 井上委員。 

○井上委員 すみません、総務課の歳入のところで、村債で１，５００万円か、災害復旧

費っていうのがあるんですけど、これは何の部分なんですかね。 

○徳丸委員長 酒見課長。 

○酒見総務課長 予算書８ページの追加となる議案の観光施設災害復旧事業債１，５００

万円、この部分かと思いますが、この観光災害復旧事業債につきましては、さきの議会で

災害復旧に係る分で歳出のみ予算計上しておりましたが、記載の関係で大阪府と協議して

おりました結果、交付税算入のある起債が借りれるということになりましたので、今回起

債を借りる運びとさせていただきました。 

 以上です。 

○徳丸委員長 井上委員。 

○井上委員 分かりました、ありがとうございます。 

 あと、福祉課の基幹相談支援センター及び相談支援事業所への委託料の増っていうのが

あるんですけど、これは一体どういう事業費なんでしょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 基幹相談支援センター事業費と相談支援事業なんですけれども、これま

で社会福祉法に基づく社会福祉事業は非課税とされておりましたが、この障害者相談支援

事業の関係につきましては社会福祉法上の取扱いが明確に周知されていなかったため、非

課税扱いということで取り扱っておりましたが、このたび社会福祉事業に該当する非課税

の取扱いではないということが判明しましたので、今回消費税分を計上させていただいて

おります。 

 以上です。 
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○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 藤浦委員。 

○藤浦委員 また教えてほしいんですけど、３３ページに地域活性化起業人負担金で１，

４８０万円計上されてる。これは昨年たしか、昨年のやつを見させてもうたらその倍の約

２，８８０万円で、今回半額になっとるんですけど、これは何に使われたの、半分。 

 それと、前の議会で、この起業人の負担金に対しては全額交付金で対応するとお聞きし

たんですけど、それに間違いはないんですかね。 

○徳丸委員長 安井課長。 

○安井戦略推進課長 こちらは、令和５年度、今年度全体予算として２，８８０万円予算

計上させていただきました。ほんで、実績としましては、企画のほうでぐるなびさんで５

６０万円と、それと１０月からＪＣＯＭさんに来ていただきましたんで、半年分というこ

とで２８０万円ということで、合計２，８８０万円の分の中で補正として１，４８０万円

の減額になっております。ほんで、こちらのほうはあくまで減額させていただいておりま

して、こちらのほうは全て交付税対象ということで考えております。 

 以上です。 

○徳丸委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 ありがとうございます。 

 単純なと言うんか質問で失礼なんですけど、そもそもぐるなびって何をしてはるんです

か。それをちょっと、基本的なことを教えてほしいんです。 

○徳丸委員長 日谷課長。 

○日谷秘書企画課長 ぐるなびさんに来ていただいているその業務の内容ということでよ

ろしいでしょうか。 

○藤浦委員 どういうメンバーでそこを採用っちゅうんかお願いして、どういうことをし

てもうてるんかって、実績やね。 

○日谷秘書企画課長 ぐるなびさん、地域活性化起業人っていう国の制度で、そちらを活

用させていただきまして、去年の１月１日から来ていただいております。特にふるさと納

税の特産品の開発であったりとか、あるいは村の観光の情報発信であるとか、そういった

ところで村の活性化に向けた取組ということで協定を結んで来ていただいてるということ

でございます。 

 以上でございます。 

○徳丸委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 ありがとうございます。 
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 活性化に結びついてるという、徐々に結びつくっちゅうことやろうね、多分。一遍にそ

んな成果があるのと違うし、できるだけ起業人が、ほんまに私もよう起業について聞いて

るけども、何してるんかさっぱり分からんかったもんで、これからも気をつけて。前、課

長の答弁でたしか田村委員の質問に対して、何か言葉は悪いけど、しどろもどろな答弁も

あったような気がしておるんですけど、そこらも精査して今後ひとつよろしくお願いしと

きます。 

○徳丸委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 藤浦委員のご質問のついでではないんですけど、ぐるなびさんときんきうえ

ぶに起業人で来ていただいていますやん。このお二方が何をしておられるのかっていうの

は割と見えるんですけど、残るＪＣＯＭさんがどういうことをしておられるのかをちょっ

と。もうだから半年ぐらいになるんですよね。見えてきませんで、どういった業務をして

おられるのか教えていただけますでしょうか。 

○徳丸委員長 安井課長。 

○安井戦略推進課長 ＪＣＯＭさんのほうは昨年の１０月１日から来ていただいてまし

て、きんきうえぶさんのほうにつきましてはスマホ道場ということで、デジタル化の底上

げということをしていただいてます。ほんで、ＪＣＯＭさんについてはその環境づくりと

いうか、基本的にデジタル化を進めていくためには、操作方法も一つですが、手に取って

いただく、そういう環境づくり、それから興味を持っていただく環境づくりということ

で、デジタル化に向けたプロモーションということで、機運上昇ということで、今のとこ

ろはユーチューブでデジタル化の発信をしていただいたり、４月以降になりますが、これ

からデジタルを持っていただく環境づくりについて具体的にこれから協議を重ねて、協定

を結びまして４月からやっていただくということになりまして、あくまで現在ＪＣＯＭさ

んがやっていただいてるのは、この半年の中でデジタル化への機運上昇ということで、プ

ロモーションとかを主にやっていただいてるということです。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 すみません、ユーチューブでプロモーションをしておられるっていうことな

んですけど、その現状を。健康課でいろいろユーチューブでこれまでたくさんアップして

こられたのは拝見してるんですけど、このＪＣＯＭさんが担当しておられるユーチューブ

っていうのを拝見したことがありませんで、これはどういった形で配信しておられるの

か。例えばＬＩＮＥとかで流したりされてるんですかね。 
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○徳丸委員長 安井課長。 

○安井戦略推進課長 こちらのほうになりますが、１つは大阪・関西万博の共創事業とい

うことで、ＪＣＯＭオリジナルのユーチューブでご紹介いただいてるというのが１つと、

あともう一つが、村のホームページのほうのところで「押忍！スマホ道場」のところにリ

ンクするという形で今載せてますので、啓発のほうがいまいちできてなかったと思います

が、その辺をもうちょっと発信しながら皆さんに見ていただけるように検討していきます

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 人に見ていただいてこそのプロモーションであって、プロモーションのプロ

モーションが必要な状況というのはちょっと本末転倒してると思いますんで。万博関連と

いうことなんですかね、もうちょっと村民の皆さんに姿が見えるような形でしていただけ

たらなというふうに思います。 

○徳丸委員長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第１２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案の総務民生常任委員会所管分は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案の総務民生常任委員会所管分について

は本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１３号令和５年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を議題と

します。 

 本案件について説明を求めます。 

 森田住民課長。 

○森田住民課長 それでは、議案第１３号令和５年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補

正予算（第５号）についてご説明いたします。 
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 歳入歳出事項別明細書により事業勘定からご説明いたします。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 総務費の総務管理費、一般管理費につきましては、コンビニ収納業務における回線手数

料の増のほか、実績見込みによる減でございます。 

 国民健康保険団体連合会負担金につきましては、負担金確定による減でございます。 

 運営協議会費につきましては、実績見込みによる減です。 

 保険給付費の出産育児諸費、出産育児一時金につきましても、実績見込みによる減でご

ざいます。 

 国民健康保険事業費納付金の医療給付分は、財源更正でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 保健事業の特定健康診査等事業費につきましては、事業費確定や実績見込みによる減で

ございます。 

 基金積立金は、財政調整基金積立金の利息見込みの減によるものでございます。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金の保険給付費等交付金返還金につきましては、過年度

分の特別交付金、特定健診等補助金に返還金が生じたことによる増でございます。 

 繰出金の施設勘定繰出金につきましては、特別調整交付金僻地診療分の確定による減で

ございます。 

 続きまして、１０ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 府支出金、府補助金の事業補助金及び保険給付費等交付金につきましては、実績見込み

による減でございます。 

 財産収入、財産運用収入につきましては、財政調整基金の利息見込みの減によるもので

ございます。 

 繰入金、他会計繰入金の一般会計繰入金につきましては、実績見込みによる増減でござ

います。 

 基金繰入金の財政調整基金繰入金につきましては、保険料の激変緩和措置による実績見

込みによる増でございます。 

 繰越金につきましては、財源の確定による増でございます。 

 １２ページをお願いします。 

 国庫支出金、国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費等補助金は、交付決定

による増でございます。 



 

- 31 - 

 出産育児一時金臨時補助金は、実績見込みによる減でございます。 

 次に、診療施設勘定でございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 総務費の一般管理費につきましては、実績見込みによる減でございます。 

 続きまして、２２ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 歳入金の一般会計繰入金につきましては、収支見通しに伴う増でございます。 

 事業勘定繰入金につきましては、国保特別調整交付金僻地診療分処分の金額確定に伴う

減でございます。 

 雑入につきましては、実績見込みに伴う減でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 予算書１５ページの出産育児一時金負担金、これは１００万円、ちょっとき

れいな数字なのでお伺いしたいんですけど、これが減となった理由っていうのはどういう

ところなのか教えていただけますでしょうか。 

○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 今現在、実績として国保被保険者の方で出産された方、お二人おられま

す。今現在５０万円掛ける２で１００万円になるんですけれども、あと実績見込みとし

て、もう今月も残り僅かですが、国保として出てくる可能性もございますので、あとお二

方分を予算上確保して、あと１００万円の分でお二方分は不要であろうという見込みとし

て減額をさせていただいてるというところでございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。ということは、当初は６人ぐらいを想定しておられたという

ことですね、承知しました。なかなかどうなんですかね、６人、多いのか少ないのか、ど

うなんでしょう。分かりました、ありがとうございます。 

○徳丸委員長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終結します。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第１３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第１４号令和５年度千早赤阪村介護保険特別会計補正予算（第５号）を議題としま

す。 

 本案件について説明を求めます。 

 山谷福祉課長。 

○山谷福祉課長 それでは、議案第１４号令和５年度千早赤阪村介護保険特別会計補正予

算（第５号）についてご説明いたします。 

 歳出についてご説明いたします。 

 本補正予算において、歳出全般の減額につきましては、全て事業決定や決算見込みによ

る不用額でございます。 

 増額部分についてご説明いたします。 

 議案書の１２ページをお開きください。 

 総務費の一般管理費の共同電算委託料は、介護保険給付を行う際の電算処理に係る事務

手数料で、処理件数増加に伴う増額です。 

 介護認定審査会費の認定調査等費は主治医意見書の手数料で、介護認定申請の増加に伴

う増額です。 

 １４ページをお開きください。 

 保険給付費の１目居宅介護サービス給付費は、要介護認定者がホームヘルプサービスや

デイサービスなどの居宅サービスを受けたときに介護事業者へ支給する経費で、利用増加

に伴う増額です。 

 ６目居宅介護サービス計画給付費は、要介護者がサービス計画作成を受ける旨をあらか

じめ申請し、その者が指定居宅介護支援事業者からケアプランの作成や介護サービス事業

者との連絡調整などの居宅介護支援を受けたときに給付する費用で、利用増加に伴う増額
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です。 

 その他諸費の審査支払手数料は、委託先である国保連合会に対し、介護給付費に係る審

査等の業務を行うための手数料で、審査件数の増加に伴う増額です。 

 １６ページをお開きください。 

 地域支援事業費の介護予防生活支援サービス事業費の１目第１号訪問通所事業費は、介

護予防・日常生活支援総合事業対象者が利用する訪問介護または通所介護に要する費用

で、利用の増加に伴う増額です。 

 ２目第１号介護予防支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業対象者のサービス

利用計画書の作成に係る費用で、対象者の増加に伴う増額です。 

 歳出につきましては以上です。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。 

 ８ページをお開きください。 

 歳入全般の減額につきましては、全て不用額及び歳出の減額に伴う減でございます。 

 増額部分についてご説明いたします。 

 国庫支出金の国庫補助金、５目介護保険保険者努力支援交付金は、高齢者の自立支援重

度化防止等に向けた市町村の取組に対し、評価指標の達成状況に応じて交付されるもの

で、今年度の交付額が決定されたことに伴う増額です。 

 １０ページをお開きください。 

 繰入金の低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の保険料軽減分の国、府、村負担分を

繰り入れるもので、軽減対象者数の増加に伴う増額です。 

 以上、説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 １５ページの居宅介護サービス給付費、こちらが７２７万５，０００円の

増、その一方で施設介護サービス給付費、こちらが８３９万８，０００円の減ってことな

んですけど、この２つって関連があるんでしょうか。それとも、別個に単純に増、減とい

うことなのか、その点どういうふうにお考えなのかお伺いいたします。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 居宅介護サービス給付費といいますのは、在宅でのサービス、ホームヘ

ルプとか通所デイサービスの利用とか、そういった利用に対する給付で、施設介護サービ

スっていうのは特別養護老人ホームに入っておられる方とか老人保健施設に入っておられ

る方の給付になりますので、別のものでございます。 
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○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 いや、両者が同じものかというふうにお聞きしてるのではなくて、例えばこ

れが居宅、要は自宅での介護を受けられるということを選択される方が増えて、その自宅

を選択される方が増えた結果として施設を利用される方が減ったというふうに両者に関連

がある事象なのか、それとも違うのかっていうところをもう一度ご説明いただけますでし

ょうか。 

○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 今、委員がおっしゃられた関連性のほうはあると考えております。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第１４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第１５号令和５年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 森田住民課長。 

○森田住民課長 それでは、議案第１５号令和５年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

 歳入歳出事項別明細書によりご説明をいたします。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の実績見込みによる保険料納付金の増及び保
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険基盤安定納付金の確定による減でございます。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 後期高齢者医療保険料につきましては、実績見込みによる増でございます。 

 繰入金、一般会計繰入金の事務費繰入金は、実績見込みによる減でございます。 

 保険基盤安定繰入金は、確定による減額でございます。 

 繰越金は、財源確定による増でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 ちょっとよく分からないんで教えていただきたいんですけども、今回保険料

納付金が９２５万円増ということで、これは、要は全国的に後期高齢者医療の費用が増加

しているがために増となったのか、それとも村内の増が原因なんでしょうか。原因を教え

ていただきたいと思います。 

○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 基本的に、当初予算でもご説明させていただいたかも分かりませんが、

来年度見込みの被保険者数で、所得については前々年になるんですが、その保険料を基に

保険料金額の算定をして予算計上させていただいております。 

 今回の伸びにつきましては、年齢到達等で順次毎月７５歳に到達された方は、医療保険

は後期高齢者医療に移っていただくことになります。その方の実際の前年の所得をもちま

して保険料をさせていただくことになるんですが、一定見込み数の中にはその方々が入っ

てるんですけども、前年所得っていうのは実際に賦課させていただく際にしか分からなく

なりまして、一定想定よりも収入の多い方が多くあったということで、年度末調整をさせ

ていただいて、これを広域連合納付金として保険料を頂いた分は納付させていただくとい

う制度になってございます。 

 以上です。 

○徳丸委員長 田村委員。 

○田村委員 ありがとうございます。７５歳ということですから通常は所得はやっぱり減

少傾向かなと思うんですけど、村ではまだまだ頑張っていただいている方が大勢いらっし

ゃるようで、それは一つよい知らせなのかなというふうに思います。 

 じゃあ、大体この８４２万円の増減というのは、ある程度は想定の範囲内だったという

ことでよろしいでしょうか。 
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○徳丸委員長 森田課長。 

○森田住民課長 年度によって一定の見込みどおり行く場合もありますし、このように保

険料としてが増えて、納付金も増えるという場合もございます。年度によってやはり差は

あると思います。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第１５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第２３号千早赤阪村介護保険条例の改正についてを議題とします。 

 本案件について説明を求めます。 

 山谷福祉課長。 

○山谷福祉課長 それでは、議案第２３号千早赤阪村介護保険条例の改正についてご説明

いたします。 

 本議案は、介護保険法第１１７条に基づく介護保険事業計画による保険料改定を行うも

ので、令和６年度から令和８年度の千早赤阪村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

第９期案では、今後の介護給付費の増加を見据え、第１号被保険者間での所得再分配機能

を強化するため、１２段階から１５段階への多段階化、高所得者の乗率の引上げと低所得

者の乗率の引下げを図ることとしており、今回の改正では被保険者の負担能力に応じた保

険料設定を行っております。 

 第９期の介護保険料の基準額であります第５段階の年額の保険料である５万５，９９０

円に各段階の保険料を乗じた額が、各段階の年額の保険料となります。 

 それでは、新旧対照表に沿ってご説明いたします。 
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 １ページをご覧ください。 

 第２条第１項について、保険料率の期間について、第８期計画期間である令和３年度か

ら令和５年度までを、第９期計画期間である令和６年度から令和８年度までに改めるもの

でございます。 

 次に、第１号では現行２万６，３４０円を２万５，４８０円に、第２号では現行３万

７，９３０円を３万８，３５０円に、第３号では現行３万９，５１０円を３万８，６３０

円に、第４号では現行４万７，４１０円を５万３９０円に、第５号では現行５万２，６８

０円を５万５，９９０円に改めるものでございます。 

 次に、第６号から第８号につきましては、保険料と多段階化による文言を改めるもので

ございます。 

 第６号では現行６万３，２２０円を６万７，１９０円に、第７号では現行６万８，４８

０円を７万２，７９０円に。 

 ２ページをご覧ください。 

 第８号では、現行７万９，０２０円を８万３，９９０円に改めるものでございます。 

 第９号から第１１号につきましては、多段階化による文言の改め及び国が全国の所得分

布を調査した結果に基づいた合計所得金額の基準を改めるものでございます。 

 保険料と併せてご説明いたします。 

 第９号では、現行８万６，９２０円を９万５，１８０円に改め、合計所得金額４００万

円未満を４１０万円未満に改めるものでございます。 

 第１０号では、現行９万４，８２０円を１０万６，３８０円に改め、合計所得金額４０

０万円以上６００万円未満を４１０万円以上５００万円未満に改めるものでございます。 

 第１１号では、現行１０万９０円を１１万７，５８０円に改め、合計所得金額６００万

円以上８００万円未満を５００万円以上５９０万円未満に改めるものでございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 第１２号は、多段階化により、第１５号に改め、現行１０万５，３６０円を１４万５，

５７０円に改めるものでございます。 

 改正後の第１２号から第１４号につきましては、多段階化による号の追加でございま

す。 

 第１２号は、合計所得金額５９０万円以上６８０万円未満である者であり、かつ前各号

のいずれにも該当しない者などで、保険料を１２万８，７８０円とするものでございま

す。 

 第１３号は、合計所得金額を６８０万円以上７７０万円未満である者であり、かつ前各
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号のいずれにも該当しない者などで、保険料を１３万４，３８０円とするものでございま

す。 

 第１４号は、合計所得金額を７７０万円以上８６０万円未満である者であり、かつ前各

号のいずれにも該当しない者などで、保険料を１３万９，９８０円とするものでございま

す。 

 ４ページをお開きください。 

 第３項は、第１段階の被保険者に対する軽減について定めており、令和５年度における

保険料１万５，８００円を、令和６年度から令和８年度までの保険料を１万５，９６０円

に改めるものでございます。 

 第４項は、第２段階の被保険者に対する軽減について定めており、令和５年度における

保険料２万６，３４０円を、令和６年度から令和８年度までの保険料を２万７，１６０円

に改めるものでございます。 

 第５項は、第３段階の被保険者に対する軽減について定めており、令和５年度における

保険料３万６，８８０円を、令和６年度から令和８年度までの保険料を３万８，３５０円

に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和６年４月１日から施行いたします。 

 以上、説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○徳丸委員長 これより質疑に入ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦委員 予算と直接関係ないかもしれませんけど、先日条例改正で不手際がありまし

たね。池西部長のもとでは非常に珍しいっちゅうのかなと思っております。これは、やっ

ぱり私自身、担当課だけの問題ではないと思うんです。たまたまいろんな条件が重なって

こういうことになったと思っております。 

 要望としては、介護保険っていうのは絶対にやめられない事業であることは認識してお

ります。そこでまた、村長にお願いなんですけども、住民福祉の向上などにも力をこれに

も入れていただくことを要望して終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○徳丸委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 井上委員。 

○井上委員 説明ありがとうございました。 

 多段階に細かくされているっていうので見てると、言えば高額の収入の方にご負担をい

ただこうっていうことになってると思うんですけど、そういう認識でよかったでしょう

か。 
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○徳丸委員長 山谷課長。 

○山谷福祉課長 おっしゃるとおり所得の高い方には負担していただくということで、あ

と多段階化することによって中間所得層の方についても、村のほうはそこの人数が多いわ

けですけれども、その方々の負担も少し和らぐようにということでいろいろ検討させてい

ただいて、１５段階にさせていただきました。 

 以上です。 

○徳丸委員長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○徳丸委員長 質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○徳丸委員長 ないようですので、討論を終結します。 

 これより議案第２３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○徳丸委員長 異議なしと認めます。よって、本案は本会議において原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これで本日の委員会を閉じ、令和６年３月総務民生常任委員会を閉会します。 

 皆さんお疲れさまでした。 

午後２時１２分 閉会 
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委員会条例第２７条の規定により、ここに署名する。 

 

            総務民生常任委員会 

 

                委 員 長  徳 丸  初 美 


